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お客さま 各位 

東 海 労 働 金 庫 

 

「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」はがきの郵送について 

 

全国の労働金庫では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁「マネー・

ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」にもとづき、お取引のあるお

客さまに「お取引目的等確認に関するご協力のお願い」を郵送し、お客さまに関する情報や

お取引の目的等を定期的に確認させていただいております。 

 

案内を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数ではございますが、案内文に記

載のお手続き期限までにご対応をお願いいたします。 

 

お手続きは、「オンライン手続きの流れ」に沿って、お手持ちのスマーフォンやタブレッ

トから二次元バーコードを読み取り、「お取引目的」等のご回答と「本人確認書類」のご提

出を WEB経由でご提出くださいますようお願いいたします（※）。 

なお、二次元バーコードを読み取れるスマートフォン等をお持ちでないお客さまは、お取

引店舗へご案内のはがきと「本人確認書類」をご持参いただくことでもお手続きいただけま

す。 

その他、郵送によるお手続きも可能ですので、詳細につきましてはお取引店舗へご相談い

ただきますようお願いいたします。 

東海労働金庫では、お客さまに安心してご利用いただける金融サービスの提供に努めて

まいりますので、ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申しあげます。 

 

 
 

（※）オンライン本人確認（eKYC: Electronic Know Your Customer）とは運転免許証等の本人確認書類と顔写真等を撮

影・送信することにより本人確認を行うもので、犯罪収益移転防止法上認められている本人確認方法です。 

 

以 上 


